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令和５年３月 24 日
第　　  383 　　号

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………８

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………８

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………８

○都市計画事業の事業計画の変更の認可 （公園街路課）……………８

○都市計画事業の認可 （公園街路課）……………９

○令和４管理年度における知事管理漁獲可能量の変更　　（水産振興課）……………９

○解除予定保安林に関する農林水産大臣からの通知　（農山漁村振興課）……………９

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………10

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………10

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………10

公　　　告

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分に係る公表

（廃棄物対策課）……………10

○福岡自治研修センターの利用料金の承認 （人　事　課）……………11

○県営土地改良事業の工事の完了 （農村森林整備課）……………12

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

（中小企業振興課）……………12

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

（中小企業振興課）……………12

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

（中小企業振興課）……………13

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………13

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………14

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………15

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○特定危険薬物の指定の失効 （薬　務　課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （税　務　課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

目　　　次
告　　　示（第164号−第191号）

○漁業共済の加入区の設定の一部変更 （漁業管理課）……………２

○漁業災害補償法に基づく特定第２号漁業者の同意　　　（漁業管理課）……………２
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　表中
「

脇田加入区 ひびき灘漁業協同組合の地区のうち
旧脇田漁業協同組合の地区

小型特定漁業、小型一般漁業及び
総トン数10トン以上100トン未満
の漁船により営む漁業

を

」
「

脇田加入区 ひびき灘漁業協同組合の地区のうち
旧脇田漁業協同組合の地区

小型特定漁業、小型一般漁業、小
型定置網漁業及び総トン数10トン
以上100トン未満の漁船により営
む漁業

に

」
改める。

　福岡県告示第165号

　漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第５項において準用する同法第105

条の２第３項の規定による次の届出に係る特定第２号漁業者の同意は、同法第108条第２

項に規定する要件に適合すると認められるので、同条第５項において準用する同法第

105条の２第４項の規定により公示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　発起人の住所及び氏名並びに区域及び区分

住　　所 氏　　名 区　　　域
（漁業共済の加入区の名称） 区　分

福岡市西区大
字西浦
　　〃

弘寿
洞　久
大生
柴田　勝善

福岡市漁業協同組合の地区のうち
旧西浦漁業協同組合の地区
（西浦加入区）

二双吾智網漁業

福岡市西区大
字宮浦
　　〃

昭和
戸田　逸雄
共栄
柴田　幸男

福岡市漁業協同組合の地区のうち
旧唐泊漁業協同組合の地区
（唐泊加入区）

二双吾智網漁業

　福岡県告示第166号

　公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和32年厚生省令第38号）第２条

の規定に基づき、公衆浴場の入浴料金を次のように指定し、令和５年４月１日から施行

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　（都市計画課）……………17

○基本測量の実施　　　　　　　　　　　　　　　　（県土整備総務課）……………17

○基本測量の実施　　　　　　　　　　　　　　　　（県土整備総務課）……………18

○基本測量の実施　　　　　　　　　　　　　　　　（県土整備総務課）……………18

○基本測量の実施　　　　　　　　　　　　　　　　（県土整備総務課）……………18

○基本測量の終了　　　　　　　　　　　　　　　　（県土整備総務課）……………18

○公共測量の終了　　　　　　　　　　　　　　　　（県土整備総務課）……………18

○公共測量の終了　　　　　　　　　　　　　　　　（県土整備総務課）……………19

○公共測量の終了　　　　　　　　　　　　　　　　（県土整備総務課）……………19

○公共測量の終了　　　　　　　　　　　　　　　　（県土整備総務課）……………19

○県営土地改良事業の工事の完了　　　　　　　　　（農村森林整備課）……………19

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　（都市計画課）……………20

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　（都市計画課）……………20

　　　　監 査 委 員

○監査結果の報告に係る措置の公表　　　　　（監査委員事務局総務課）……………20

○監査結果の公表　　　　　　　　　　　　　（監査委員事務局総務課）……………22

　　　　公安委員会

○福岡県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（警察本部警務課）……………38

○福岡県留置施設視察委員会に関する規則の一部を改正する規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（警察本部警務課）……………38

○警備員指導教育責任者講習の実施　　　　　　（警察本部生活保安課）……………38

　福岡県告示第164号

　漁業共済の加入区の設定（平成27年３月福岡県告示第191号）の一部を次のように変更

したので、漁業災害補償法施行令（昭和39年政令第293号）第９条第７項において準用す

る同令第７条第３項の規定により公示する。

　　令和５年３月24日

告　　　示
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４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機関

から名称の変更及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14

条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告

示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名称の変更

指定番号 旧名称 新名称 所在地 変更年月日

筑紫介薬
95 花梨堂薬局 アイン薬局　筑紫野

店
筑紫野市紫四丁目６
−22 Ｒ５・２・１

２　所在地の変更

指定番号 名称 旧所在地 新所在地 変更年月日

宮介薬25 スマイル薬局　宮若
店

宮若市長井鶴245−
８

宮若市長井鶴419−
14 Ｒ４・12・26

大居243 株式会社Ｓａｉｔａ 大 牟 田 市 大 字 歴 木
1807番地1094

大牟田市久保田町二
丁目２番地５ Ｒ４・12・１

　福岡県告示第169号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の

２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機関

から廃止及び休止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項におい

てその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　廃止

指定番号 名称 所在地 廃止年月日

大野介歯15 松永歯科医院 大野城市山田四丁目８−２ Ｒ４・12・31

する。

　公衆浴場の入浴料金の指定（令和元年９月福岡県告示第323号）は令和５年３月31日限

り廃止する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　公衆浴場入浴料金の価格

大人（12歳以上の者） 480円

中人（６歳以上12歳未満の者） 200円

小人（６歳未満の者） 100円

　福岡県告示第167号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（

平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものと

された場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55条

の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により

次のように告示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 名称 所在地 指定年月日 サービス項目

那珂居13 博多南薬局 那珂川市中原二丁目119 Ｒ４・５・１ 居管・予居管

田川支106 グループホーム光 田川郡川崎町大字田原1121番
地 Ｒ５・２・１ 認共・予認共

　福岡県告示第168号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の

２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第
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告示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 名称 所在地 指定年月日

像生160 なかのクリニック 宗像市赤間駅前一丁目４−１　
トリアビル５階 R５・２・１

春生191 さいた整形外科クリニック 春日市惣利一丁目29 R５・２・１

那珂生10 医療法人　優敬会　いのうえ
ファミリークリニック 那珂川市片縄八丁目122番地 R５・２・１

大生466 坂西医院　内科・小児科 大牟田市原山町２−８ R５・２・１

粕生薬195 さかなし薬局　須恵店 糟屋郡須惠町大字上須惠1212
−18 R５・３・１

中生薬50 ウエルシア薬局　イオンなか
ま店 中間市上蓮花寺一丁目１−１ R５・３・１

粕生訪25 こころの訪問看護かすや 糟屋郡志免町志免東三丁目７
−33　ワイズタウンＡ棟102号 R５・２・１

大野生訪15 アリスト訪問看護リハステー
ション

大野城市雑餉隈町一丁目５−
24　サザンハイツ春日203 R５・３・１

筑生訪８ 訪問看護ステーションセロリ 筑後市大字前津90−１ R５・３・１

飯生訪40 アフィニティーつつじの丘訪
問看護ステーション 飯塚市伊岐須166−６ R４・11・１

田生訪38 訪問看護ステーション　くじ
ら 田川市上本町９−28 R５・３・１

行生訪21 訪問看護　りばてぃ 行橋市大字金屋851−１　ＳＫ
メゾンⅡ　Ｇ号 R５・２・１

　福岡県告示第172号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので、

生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む

。）の規定により次のように告示する。

　　令和５年３月24日

２　休止

指定番号 名称 所在地 休止年月日

田地介141 宇都宮医院 田川郡福智町金田924−４ Ｒ４・12・23

　福岡県告示第170号

　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項

の規定に基づき、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定するので、同条第

３項の規定により公示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　区域の名称　　　杷木白木

２　区域の所在地　　朝倉市杷木白木字松本

３　土地の表示

　　次に掲げる地番の土地に存する標柱番号１号から18号までを順次結んだ線及び標柱

番号１号と18号とを結んだ線に囲まれた区域

所　在　地 地　番 標柱番号

朝倉市杷木白木字松本 164番１ １号及び２号及び14号から18号まで

171番 ３号

175番１ ４号から11号まで及び13号

195番１ 12号

　福岡県告示第171号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法

律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場合

を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法第

14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名称の変更

指定番号 旧名称 新名称 所在地 変更年月日

大生464 吉田外科整形外科医
院 吉田医院 大牟田市通町一丁目

７番地 Ｒ５・１・６

筑紫生薬
95 花梨堂薬局 アイン薬局　筑紫野

店
筑紫野市紫四丁目６
−22 Ｒ５・２・１

２　所在地の変更

指定番号 名称 旧所在地 新所在地 変更年月日

宗遠生13 医 療 法 人 シ モ ン 会　
浦野眼科医院

遠賀郡水巻町頃末北
四丁目７−２

遠賀郡水巻町頃末北
四丁目２−９ Ｒ５・２・13

宮生薬25 スマイル薬局　宮若
店

宮若市長井鶴245−
８

宮若市長井鶴419−
14 Ｒ４・12・26

粕生訪13 訪問看護ステーショ
ンひとごころ

糟屋郡粕屋町長者原
東二丁目８−25

糟屋郡粕屋町原町四
丁目８−22 Ｒ４・２・１

嘉鞍生訪
４

看護ステーションひ
まわり

鞍手郡小竹町大字勝
野2939番地

鞍手郡小竹町大字勝
野2651番地 Ｒ４・２・１

　福岡県告示第174号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３（

法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよ

うに告示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 氏名又は名称 住所又は所在地 指定年月日

筑生柔30 堀江　瑠美（田中整骨鍼灸院
） 筑後市大字富久124−１ Ｒ５・２・８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　休止

指定番号 名称 所在地 休止年月日

京生歯76 平野歯科医院 京都郡みやこ町豊津1107 Ｒ５・１・25

２　廃止

指定番号 名称 所在地 廃止年月日

粕生373 なかよし脳神経クリニック 糟屋郡新宮町中央駅前一丁目
１−18 Ｒ５・１・15

像生120 いきまる内科クリニック 宗像市自由ヶ丘九丁目１−１ Ｒ５・１・31

像生151 なかのクリニック 宗像市赤間駅前一丁目４−１　
トリアビル５階 Ｒ５・１・31

春生187 さいた整形外科クリニック 春日市惣利一丁目29 Ｒ５・１・31

那珂生４ いのうえファミリークリニッ
ク 那珂川市片縄八丁目122番地 Ｒ５・１・31

築生70 医療法人永尾医院 築上郡築上町大字安武150−１ Ｒ５・１・31

大野生歯15 松永歯科医院 大野城市山田四丁目８−２ Ｒ４・12・31

田川生歯56 五嶋歯科医院 田川郡添田町大字庄1029−５ Ｒ５・１・31

遠生歯69 有吉歯科医院 遠賀郡芦屋町山鹿12−35 Ｒ４・12・13

京生歯41 秦歯科医院 京都郡苅田町富久町一丁目27
−９ Ｒ５・１・４

　福岡県告示第173号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があっ

たので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　令和５年３月24日
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　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　住所（所在地）の変更

指定番号 変更前 変更後 変更年月日

筑生マ236
河野　光芳（訪問マッサージは
うす）
筑後市大字庄島606

河野　光芳（訪問マッサージは
うす）
筑後市大字井田74−１

Ｒ５・２・１

筑生マ237
中山　智博（訪問マッサージは
うす）
筑後市大字庄島606

中山　智博（訪問マッサージは
うす）
筑後市大字井田74−１

Ｒ５・２・１

　福岡県告示第177号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

前 みやま市瀬高町本吉2022番１先から
みやま市瀬高町長田760番６先まで

4.0 
～ 

24.0
2,223.4 

南筑後 県　道 飯　江
長　田　線 前 みやま市瀬高町本吉2022番１先から

みやま市瀬高町長田878番２先まで

10.5 
～ 

35.3
2,276.0 

後 みやま市瀬高町本吉2022番１先から
みやま市瀬高町長田876番１先まで

10.5 
～ 

28.7
2,259.4 

　福岡県告示第178号

筑生柔31 古賀　理誉（田中整骨鍼灸院
） 筑後市大字富久124−１ Ｒ５・２・８

筑生柔32 服部　聖（田中整骨鍼灸院） 筑後市大字富久124−１ Ｒ５・２・８

宮生柔27 瓜生　浩太郎（うりゅう整骨
院） 宮若市本城1349 Ｒ５・２・１

宗遠生柔56 宮﨑　祐一（堺整骨院　水巻
院） 遠賀郡水巻町樋口３−７ Ｒ５・３・１

宰生はき６ 野中　祐希（むさし鍼灸整骨
院　水城） 太宰府市水城二丁目１−１ Ｒ４・８・１

宗遠生はき13 椿　直子（ちんじゅ堂） 遠賀郡岡垣町旭台一丁目６−
12 Ｒ５・２・１

　福岡県告示第175号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２（

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項

においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施術

者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその

例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

指定番号 氏名又は名称 住所又は所在地 廃止年月日

田川生マ35 福永　貴浩（興健堂） 田川郡福智町伊方2452−12 Ｒ５・３・１

　福岡県告示第176号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２（

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項

においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施術

者から住所（所在地）の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す
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後
久留米市三潴町壱町原124番６先か
ら
久留米市三潴町福光735番４先まで

7.5 
～ 

23.5     
383.7 

　福岡県告示第180号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

５年３月24日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

久留米 宮　本
大　川　線

久留米市三潴町壱町原124番６先から
久留米市三潴町壱町原344番１先まで

　福岡県告示第181号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

久留米 県　道 三　潴
上　陽　線 前

久留米市荒木町今124番１先から
久留米市三潴町西牟田6308番22先ま
で

11.2 
～ 

30.9
740.0 

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

５年３月24日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

南筑後 大牟田
川　副　線

大川市大字一木944番１先から
大川市大字一木1043番２先まで

　福岡県告示第179号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

前
久留米市三潴町壱町原124番６先か
ら
久留米市三潴町福光735番４先まで

9.6 
～ 

23.5
382.4 

久留米 県　道 宮　本
大　川　線 前

久留米市三潴町壱町原124番６先か
ら
久留米市三潴町福光735番４先まで

7.5 
～ 

23.5     
383.7 

後
久留米市三潴町壱町原124番６先か
ら
久留米市三潴町福光735番４先まで

9.6 
～ 

23.5     
382.4 
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　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定をす

るので、同法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告示す

る。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　保安林の所在場所

　　豊前市大字川内1129の49、1141、1150の１、1150の２、1153から1156まで、3845の１

、3845の２

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び

豊前市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第185号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、平成25年10月１日

福岡県告示第1494号北九州都市計画道路事業３・４・198号日吉台光明線、３・４・198

号日吉台光明線（駅前広場）、３・４・103号折尾青葉台線、３・４・127号折尾中間線

の事業計画の変更を認可したので、同条第２項の規定において準用する同法第62条第１

項の規定により次のように告示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

後
久留米市荒木町今124番１先から
久留米市三潴町西牟田6308番22先ま
で

11.2 
～ 

17.3  
740.0 

　福岡県告示第182号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

５年３月24日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

久留米 三　潴
上　陽　線

久留米市荒木町今124番１先から
久留米市三潴町西牟田6308番22先まで

　福岡県告示第183号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

５年３月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

久留米 八　女
香　春　線

うきは市浮羽町東隈上571番12先から
うきは市浮羽町東隈上342番16先まで

　福岡県告示第184号
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　⑵　使用の部分

福岡市中央区鳥飼一丁目及び城南区鳥飼四丁目地内

　福岡県告示第187号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第16条第５項の規定に基づき、くろまぐろ（小型魚）

の令和４管理年度（令和４年４月１日から令和５年３月31日までの期間をいう。）にお

ける知事管理漁獲可能量を変更したので、同項において準用する同条第４項の規定に基

づき、次のとおり公表する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

特定水産資源 福岡県に定められた都
道府県別漁獲可能量

知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量

くろまぐろ
（小型魚） 13.9トン 福岡県くろまぐろ（小型魚）

知事管理区分 13.9トン

　福岡県告示第188号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定の解除をしようとする旨の通知を受けた

ので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　解除予定保安林の所在場所

　　朝倉市黒川字大久保6132の６（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　水源の涵
かん

養

３　解除の理由

　　道路用地とするため

　（「次の図」は、省略し、その図面を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び朝倉市役

所に備え置いて縦覧に供する。）

１　施行者の名称

　　北九州市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　北九州都市計画道路事業３・４・44・198号日吉台光明線

　　北九州都市計画道路事業３・４・44・198号日吉台光明線（駅前広場）

　　北九州都市計画道路事業３・４・44・103号折尾青葉台線

　　北九州都市計画道路事業３・４・44・127号折尾中間線

３　事業施行期間

　　平成17年２月23日から令和９年３月31日まで

４　事業地

　⑴　収用の部分

変更なし

　⑵　使用の部分

変更なし

　福岡県告示第186号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第１項の規定に基づき、都市計画事業の認

可をしたので、同法第62条第１項の規定により次のように告示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　施行者の名称

福岡市

２　都市計画事業の種類及び名称

福岡広域都市計画道路事業３・３・１−90号鳥飼梅林線

３　事業施行期間

　　令和５年３月24日から令和12年３月31日まで

４　事業地

　⑴　収用の部分

福岡市中央区鳥飼一丁目及び城南区鳥飼四丁目地内
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　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

５年３月24日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

久留米 長　栖
高　橋　線

うきは市吉井町八和田294番２先から
うきは市吉井町八和田183番１先まで

　公告

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）第

14条の３の２の規定に基づき行政処分を行ったので、福岡県産業廃棄物の不適正処理の

防止に関する条例（平成14年福岡県条例第80号）第19条第２項の規定により次のとおり

公表する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　処分を受けた事業者

　⑴　名称

　　　株式会社大分メタルズ

　⑵　所在地

　　　大分県中津市大字田尻崎９番地の２

　⑶　代表者

　　　代表取締役　湯越　博道

２　行政処分の内容

　　産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

３　処分の年月日

公　　　告

　福岡県告示第189号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

５年３月24日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

久留米 壱町原
白　口　線

久留米市三潴町壱町原330番１先から
久留米市三潴町壱町原326番先まで

　福岡県告示第190号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

久留米 県　道 長　栖
高　橋　線

前

うきは市吉井町八和田294番２先か
ら
うきは市吉井町八和田183番１先ま
で

5.7 
～ 

18.8
364.7 

後

うきは市吉井町八和田294番２先か
ら
うきは市吉井町八和田183番１先ま
で

25.9 
～ 

43.1    
364.7 

　福岡県告示第191号
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研修室23 1,500円 2,000円 1,800円 3,500円 3,800円 5,300円

研修室24 1,200円 1,600円 1,400円 2,800円 3,000円 4,200円

研修室25 3,000円 4,000円 3,600円 7,000円 7,600円 10,600円

研修室26 3,000円 4,000円 3,600円 7,000円 7,600円 10,600円

研修室27 900円 1,200円 1,100円 2,100円 2,300円 3,200円

研修室28 1,200円 1,600円 1,400円 2,800円 3,000円 4,200円

研修室29 1,200円 1,600円 1,400円 2,800円 3,000円 4,200円

研修室30 4,500円 6,000円 5,400円 10,500円 11,400円 15,900円

研修室31 1,500円 2,000円 1,800円 3,500円 3,800円 5,300円

研修室32 1,500円 2,000円 1,800円 3,500円 3,800円 5,300円

研修室33 1,500円 2,000円 1,800円 3,500円 3,800円 5,300円

研修室34 1,200円 1,600円 1,400円 2,800円 3,000円 4,200円

研修室35 4,500円 6,000円 5,400円 10,500円 11,400円 15,900円

研修室36 1,500円 2,000円 1,800円 3,500円 3,800円 5,300円

研修室37 900円 1,200円 1,100円 2,100円 2,300円 3,200円

研修室38 1,200円 1,600円 1,400円 2,800円 3,000円 4,200円

和室Ａ 1,500円 2,000円 1,800円 3,500円 3,800円 5,300円

和室Ｂ 1,200円 1,600円 1,400円 2,800円 3,000円 4,200円

和室Ｃ 1,500円 2,000円 1,800円 3,500円 3,800円 5,300円

体育館 3,300円 4,400円 4,000円 7,700円 8,400円 11,700円

　※　超過利用料金について

　　　超過時間が正午から午後５時の場合、超過時間１時間につき、上記に定める午後

１時から午後５時までの額の１時間あたりの額を徴収する。超過時間が午後５時か

ら午後９時までの場合、超過時間１時間につき、上記に定める午後６時から午後９

時までの額の１時間あたりの額を徴収する。

　※　研修棟及び共用棟各施設において、利用者が利用の際、第三者から1,000円を超

　　令和５年２月27日

４　処分の理由

　　事業者の役員が法第14条第５項第２号イに規定する法第７条第５項第４号ニに該当

する者に該当したことにより、事業者が法第14条第５項第２号ニの規定に該当するに

至った。このことは、法第14条の３の２第１項第４号の規定に該当する。

　公告

　福岡自治研修センター条例（令和４年福岡県条例第３号）第６条第２項の規定に基づ

き、福岡自治研修センターの利用料金を承認したので、同条第４項の規定により次のよ

うに公示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　名称

　　福岡自治研修センター

２　位置

大野城市大字乙金８番地１

３　利用料金承認年月日

　　令和５年３月８日

４　利用料金

　⑴　研修室料金

区　分 午前９時から
正午まで

午後１時から
午後５時まで

午後６時から
午後９時まで

午前９時から
午後５時まで

午後１時から
午後９時まで

午前９時から
午後９時まで

大研修室 8,700円 11,600円 10,400円 20,300円 22,000円 30,700円

中研修室Ａ 3,900円 5,200円 4,700円 9,100円 9,900円 13,800円

中研修室Ｂ 3,900円 5,200円 4,700円 9,100円 9,900円 13,800円

研修室20 4,500円 6,000円 5,400円 10,500円 11,400円 15,900円

研修室21 1,500円 2,000円 1,800円 3,500円 3,800円 5,300円

研修室22 1,500円 2,000円 1,800円 3,500円 3,800円 5,300円
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条の３第３項の規定により次のように公告する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県　営　土　地　改　良　事　業　の　名　称 工事を完了した時期

農業用ため池整備事業（大谷地区） 平成26年６月26日

農業用ため池整備事業（堂ノ上上下地区） 令和３年10月12日

農業用ため池整備事業（七曲地区） 平成30年７月25日

農業用ため池整備事業（譲葉地区） 令和３年11月16日

農業用ため池整備事業（吉原地区） 令和３年４月22日

農業用ため池整備事業（鍋谷地区） 平成29年12月15日

農業用ため池整備事業（花立地区） 令和２年１月21日

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ゆめタウン筑紫野

　⑵　所在地　筑紫野市針摺30番21外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　当該変更届出の内容に関しまして特に意見はありません

　公告

える入場料又はこれに相当する料金を徴収する場合の額は、この表に定める額に

100分の150を乗じて得た額とし、利用者が営業の宣伝その他これに類する催物を行

う場合の額は、この表に定める額に100分の225を乗じて得た額とする。

　⑵　附属設備等利用料金

品　名 単　位 金　額

音響装置 １式（１回） 1,140円

スクリーン（可動式） １式（１回） 610円

プロジェクター（可動式） １式（１回） 950円

ホワイトボード（可動式） １式（１回） 110円

　※　この表の額は、午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで及び午後６時

から午後９時までをそれぞれ１回として算定する。

　※　利用時間を超えて利用するときの額は、１時間ごとにこの表に記載した額の25パ

ーセントに相当する額とする。

　※　音響装置が使用できる研修室は、大研修室、中研修室Ａ、中研修室Ｂ、研修室20

、研修室25、研修室26、研修室30及び研修室35とする。

　⑶　宿泊室料金

種　類 区　分 料　金（１人１泊）

宿　泊　室
一般 2,700円

児童生徒 1,350円

　※　「児童生徒」とは、幼児、小学校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の

小学部を含む。）の児童及び中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前

期課程及び特別支援学校の中学部を含む。）又は高等学校（中等教育学校の後期課

程及び特別支援学校の高等部を含む。）の生徒並びにこれらに準ずる者とし、「一

般」とは、児童生徒以外の者とする。

　公告

　県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113



第
38

3 
号

13
令
和
５
年
３
月
24
日
　
金
曜
日

　　・未成年のたまり場になる可能性があるため、駐車場の施錠管理等に留意すること

。

　⑸　騒音の発生に係る事項

　　・当該事業地の建築工事において騒音・振動規制法に基づく特定建設作業がある場

合は、作業開始の７日前までに届出を提出すること。また、周辺住民への周知及

び防音シート・防塵シート等を設置し、周辺住民に配慮した工事を行うとともに

、当該事業地における騒音・振動・粉じん等の苦情に関しては施工者が責任をも

って対処し解決すること。

　　・騒音・振動規制法に基づく特定施設の設置がある場合は、設置工事の30日前まで

に届出を提出すること。

　⑹　その他

意見なし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ゆめタウン久留米

　⑵　所在地　久留米市新合川一丁目39番地外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　特にありません

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　（仮称）ドラッグコスモス那珂川今光店

　⑵　所在地　那珂川市今光一丁目107番１、107番２、108番、109番、110番、111番、

112番、113番、127番、128番

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　⑴　駐車需要の充足等交通に係る事項

意見なし

　⑵　歩行者の通行の利便の確保等

　　・県道片縄・下白水線、市道安徳２号線、市道安徳５号線は、児童・生徒の通学路

となっていること等から、工事車両の進入・退出時や工事の作業ヤード確保等に

あたっては、児童・生徒並びに近隣住民の通行に最大限の安全確保に努めること

。

　　・交通量の増加に伴い、交通事故の増加が懸念される。特に安徳北小学校、福岡女

子商業高等学校の通学路にもなっているため、学校、保護者、生徒にも注意喚起

すること。

　⑶　廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

　　・当事業者から排出される一般廃棄物については廃棄物の処理及び清掃に関する法

律および那珂川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に基づき適正な処理を

行うこと。

　　・当該地における建築工事等での油や有害物質の水路や河川への流出による水質汚

濁防止に努めること。

　⑷　防災・防犯対策への協力
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　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

駐輪場の位置 収容台数（台）

建物北側 10

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

荷さばき施設の位置 面積（平方メートル）

建物南東側 27.0

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

廃棄物等の保管施設の位置 容量（立方メートル）

建物内南東側 4.33

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

小売業者の氏名 開店時刻 閉店時刻

株式会社コスモス薬品 午前９時00分 午後10時00分

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

午前８時30分から午後10時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

出入口の数 位置

２箇所 建物北東側、建物南東側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　24時間

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

　　令和５年３月６日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　（仮称）ドラッグコスモス西福間店

　⑵　所在地　福津市西福間一丁目4853−１、4858−１、4858−５、4858−６

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

氏名又は名称 住所

株式会社コスモス薬
品

代 表 取 締 役 　 横 山　
英昭 福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

氏名又は名称 住所

株式会社コスモス薬
品

代 表 取 締 役 　 横 山　
英昭 福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号

４　大規模小売店舗を新設する日

　　令和５年11月７日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　1,381.49平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

駐車場の位置 収容台数（台）

建物北西、北及び東側 53
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建物東側 40

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

駐輪場の位置 収容台数（台）

建物敷地南側 ９

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

荷さばき施設の位置 面積（平方メートル）

建物北側 50.0

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

廃棄物等の保管施設の位置 容量（立方メートル）

建物内東側 5.52

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

小売業者の氏名 開店時刻 閉店時刻

株式会社ツルハグループドラ
ッグ＆ファーマシー西日本 午前９時00分 午後12時00分

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

午前８時30分から午前０時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

出入口の数 位置

２箇所 建物敷地東側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分から午後10時00分

　公告

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

　　令和５年３月８日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　（仮称）ツルハドラッグ大善寺店

　⑵　所在地　久留米市大善寺町夜明字カウセ町395番外

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

氏名又は名称 住所

株式会社ツルハグル
ープドラッグ＆ファ
ーマシー西日本

代 表 取 締 役 　 村 上　
正一 広島県広島市西区井口明神一丁目１番10号

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

氏名又は名称 住所

株式会社ツルハグル
ープドラッグ＆ファ
ーマシー西日本

代 表 取 締 役 　 村 上　
正一 広島県広島市西区井口明神一丁目１番10号

４　大規模小売店舗を新設する日

　　令和５年11月９日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　1,153平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

駐車場の位置 収容台数（台）
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　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　失効した特定危険薬物の名称

　⑴　化学名　Ｎ−（４−フルオロフェニル）−Ｎ−［１−（２−フェニルエチル）ピ

ペリジン−４−イル］フラン−２−カルボキシアミド及びその塩類

　⑵　化学名　Ｎ−エチル−Ｎ−メチルトリプタミン及びその塩類

　⑶　化学名　（８Ｒ）−Ｎ，Ｎ−ジエチル−６−メチル−１−ペンタノイル−９，10

−ジデヒドロエルゴリン−８−カルボキシアミド及びその塩類

　⑷　化学名　１−［１−（３−メチルフェニル）シクロヘキシル］ピロリジン及びそ

の塩類

２　失効の理由

　　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第２条第15項

に規定する指定薬物及び同法第76条の４に規定する医療等の用途を定める省令の一部

を改正する省令（令和４年厚生労働省令第34号）の施行により、医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第２条第15

項に規定する大臣指定薬物に指定されるに至ったため。

３　失効年月日

令和５年３月20日

４　罰則の適用

　　この指定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による

。

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第２号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県税条例施行規則（昭和30年福岡県規則第18号）

の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/

）に掲載するほか、福岡県総務部税務課に備え置きます。

　　令和５年３月24日

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　春日市昇町二丁目63番１から63番７まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

春日市原町三丁目１−５

春日市長　井上　澄和

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字与原字輪鳴1585番３、1585番５から1585番９まで及び1587番２か

ら1587番４まで並びに字獺輪鳴1642番134及び1642番149並びに大字下新津字梶屋山

1584番１から1584番５まで、1595番２及び1595番３並びに字小堤1571番２、1571番７

、1571番10から1571番13まで、1575番及び1577番並びにこれらの区域内の道路である

町有地の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

京都郡苅田町大字法正寺623番１

社会福祉法人白寿会

理事長　木村　俊一郎

　公告

　福岡県薬物の濫用防止に関する条例（平成26年福岡県条例第57号）第16条第１項の規

定により特定危険薬物の指定が次のとおり効力を失ったので、公告する。
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２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

北九州市小倉北区下到津四丁目９番２号

東宝ホーム株式会社

代表取締役　和田　賢

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　大野城市瑞穂町四丁目35番１及び35番２

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

福岡市早良区百道浜二丁目９番６号1201

仲村　尚崇

福岡市博多区昭南町一丁目１番14号301

株式会社よつばファーマシー　代表取締役　石橋　正次

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長

から次のように基本測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公

示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

基本測量（衛星合成開口レーダー地盤変動測量）

２　測量の実施地域及び実施期間

実　　施　　地　　域 実　施　期　間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　意見を募集しなかった理由

　　納付すべき金銭について定める条例の施行に関し必要な事項を定める規則を定める

ものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第２号に該当するため、同条例に定め

る意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

令和５年３月24日

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　朝倉市千代丸字柳265番１、266番１、267番１、267番２、268番１、269番１、270番

１、271番１、271番３、271番４及び283番の一部並びに馬田字牛町338番３、339番１

、340番及び341番並びにこれらの区域内の水路である市有地の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

福岡市博多区東比恵四丁目10番11号

福岡ダイハツ販売株式会社

代表取締役　内山　邦彦

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　春日市白水ケ丘一丁目58番２及び58番８から58番16まで
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　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長

から次のように基本測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公

示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

基本測量（国土広域情報　修正）

２　測量の実施地域及び実施期間

実　　施　　地　　域 実　施　期　間

福岡県全域 令和５年４月１日から
令和６年３月31日まで

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定により、国土交通省国土地理院長

から次のように基本測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公

示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

基本測量（空中写真撮影・オルソ作成）

２　測量の実施地域及び終了年月日

実　　施　　地　　域 終　了　年　月　日

糸島市 令和５年２月16日

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定によ

り、国土交通省九州地方整備局九州技術事務所長から次のように公共測量を終了した旨

福岡県全域 令和５年４月１日から
終了を通知するまで

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長

から次のように基本測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公

示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

基本測量（電子国土基本図（地図情報）修正）

２　測量の実施地域及び実施期間

実　　施　　地　　域 実　施　期　間

福岡県全域 令和５年４月１日から
令和６年３月31日まで

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長

から次のように基本測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公

示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

基本測量（航空重力測量）

２　測量の実施地域及び実施期間

実　　施　　地　　域 実　施　期　間

福岡県全域 令和５年４月１日から
令和５年７月31日まで
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

　　公共測量（３級基準点）

２　測量の実施地域及び終了年月日

実　　施　　地　　域 終　了　年　月　日

北九州市八幡西区 令和５年２月27日

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定によ

り、筑後市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条に

おいて準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

　　公共測量（空中写真撮影）

２　測量の実施地域及び終了年月日

実　　施　　地　　域 終　了　年　月　日

筑後市（全域） 令和５年３月７日

　公告

　県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113

条の３第３項の規定により次のように公告する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県営土地改良事業の名称 工事を完了した時期

農業用用排水施設整備事業（下古賀地区） 平成30年３月29日

の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示

する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

　　公共測量（ＭＭＳによる画像データ・レーザ点群データ計測）

２　測量の実施地域及び終了年月日

実　　施　　地　　域 終　了　年　月　日

福岡県の一部 令和５年２月28日

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定によ

り、北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

実　　施　　地　　域 終　了　年　月　日

北九州市若松区、八幡西区 令和５年３月２日

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定によ

り、北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和５年３月24日
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　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第９項の規定により報告した病院事業、流

域下水道事業、電気事業、工業用水道事業及び工業用地造成事業の定期監査の結果（令

和４年11月14日４監総第424号）に基づき、知事から措置を講じた旨の通知があったので

、同条第14項の規定により、次のとおり公表する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　藤　山　泰　三　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　大　島　道　人

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　飯塚市大分字車屋2242番１、2242番２の一部、2242番３、2243番１から2243番６ま

で、2244番１、2244番２の一部、2244番３及び2244番４並びにこれらの区域内の道路

である市有地の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

飯塚市横田359番地14

拓工業株式会社

代表取締役　都甲　栄啓

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

小郡市三沢字舞々１番１及び１番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

久留米市日ノ出町69番地１

株式会社691

代表取締役　竹内　佳乃子

　監査公表第29号



21
令

和
５

年
３

月
24

日
　

金
曜

日
第

38
3 

号

４
健
第
３
７
１
５
号
 

 
令
和
５
年
３
月
７
日
 

 
 

福
岡

県
監

査
委

員
 
 
藤

 
山

 
泰
 
三
 
殿

 
 

同
 
 

 
 

 
 

 
 

世
 

利
 

洋
 
介

 
殿

 
 

同
 
 

 
 

 
 

 
 

森
 

 
 

行
 
一

 
殿

 
 

同
 
 

 
 

 
 

 
 

大
 

島
 

道
 
人

 
殿

 
 

福
岡
県
知
事
 
服
部
 
誠
太
郎
 
 
 

 
  

監
査

の
結
果
に
係
る
措
置
に
つ
い
て
（
通
知
）

 
 

令
和

４
年

１
１

月
１

４
日

４
監

総
第
４
２
４
号
の
監
査
結
果
の
報
告
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り

講
じ

た
措

置
に

つ
い

て
通

知
し

ま
す

。
 

 
記

 
 注

意
事

項
 

対
象

機
関

の
 

属
す

る
部

局
名

 
監

査
の
結
果

 
講
じ
た
措
置
の
内
容

 

保
健

医
療

介
護

部
 

（
病

院
事

業
会

計
）

 
自

動
販

売
機

及
び

空
缶

入
れ

の

設
置

に
係

る
行

政
財

産
使

用
料

に
つ

い
て

、
当

該
設

置
に

よ
り

利
用

で
き

な
く

な
る

面
積

も
使

用
面

積
に

含
め

て
算

定
す

べ
き

と
こ

ろ
、

こ
れ

を
行

っ
て

い
な

か
っ

た
た

め
、

調
定

金
額

が
不

足
し

て
い

た
。

 

不
足

し
て

い
た

行
政

財
産

使
用

料

に
つ
い
て
は
、
過
年
度
分
も
含
め
、
令

和
４
年
８
月

3
0
日
に
全
額
徴
収
済
み

で
あ
る
。
 

所
属

長
は

、
担

当
者

及
び

班
長

に

対
し

て
、

行
政

財
産

使
用

許
可

に
際

し
、

関
係

規
則

等
を

十
分

に
確

認
す

る
と

と
も

に
、

申
請

内
容

の
現

地
確

認
を

行
い

使
用

面
積

の
計

測
を

行
う

こ
と
を
徹
底
す
る
よ
う
指
導
し
た
。
 

ま
た

、
今

回
の

誤
り

及
び

そ
の

再

発
防

止
策

を
明

記
し

た
内

部
統

制
に

係
る

リ
ス

ク
対

応
シ

ー
ト

を
作

成

し
、

行
政

財
産

使
用

許
可

の
起

案
文

書
に

添
付

さ
せ

確
認

す
る

こ
と

と
し

た
。
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 年
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行
 政

 監
 査

 結
 果

 報
 告

 書
 

 
 （

大
規
模

災
害
時
の

応
急

対
策

用
資

機
材

の
整

備
・

管
理

状
況

に
つ

い
て

）
 

     
 

福
 岡

 県
 監

 査
 委

 員
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監
査
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テ
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・
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・
・
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２
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３
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・
・
・
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・
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３

 

 第
２
 
監
査
結
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及
び
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見
・
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４
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４

 

 
 
⑴
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５
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６
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⑴
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  第

１
 
監
査
概
要
 

 １
 
行
政
監
査
の
テ
ー
マ
 

大
規
模
災
害
時
の
応
急
対
策
用
資
機
材
の
整
備
・
管
理
状
況
に
つ
い
て

 
 ２
 
テ
ー
マ
選
定
の
理
由
 

近
年
、
大
規
模
な
地
震
が
全
国
で
頻
発
し
て
お
り
、
九
州
で
も
平
成

17
年
の
福
岡
県
西
方
沖
地

震
や
平
成

28
年
の
熊
本
地
震
に
よ
り
甚
大
な
被
害
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
気
候
変
動
の
影
響
に

よ
り
、
平
成

29
年
７
月
九
州
北
部
豪
雨
や
令
和
２
年
７
月
豪
雨
な
ど
の
気
象
災
害
が
激
甚
化
・
頻

発
化
し
て
お
り
、
災
害
対
策
の
重
要
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。
 

こ
の

た
め
、
令
和
３

年
度
行
政
監

査
に
お
い
て

、「
大
規
模
災

害
時
の
物
資
の

備
蓄
・
管
理

状
況

に
つ
い
て
」
を
テ
ー

マ
に
、

大
規
模
災
害
発
災
直

後
の
生

命
維
持
や
生
活
に
最

低
限
必

要
な
食
料
、

生
活
物
資
、
避
難
所
運
営
に
必
要
な
資
機
材
に
つ
い
て
、
監
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

今
年
度
に
お
い
て
は
、
災
害
対
策
の
う
ち
、
応
急
対
策
に
必
要
な
資
機
材
に
つ
い
て
、
本
県
に
お

け
る
整
備
・
管
理
状
況
を
検
証
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

 ３
 
監
査
対
象
資
機
材
及
び
監
査
対
象
機
関
 

⑴
 
監
査
対
象
資
機
材
 
 
 

 
 
 
県
が
整
備
・
管
理
す
る
応
急
対
策
に
必
要
な
資
機
材
 
 

 

⑵
 
監
査
対
象
機
関
 

監
査
の
実
施
に
先
立
っ
て
、
災
害
対
策
本
部
を
構
成
す
る
機
関
を
対
象
に
応
急
対
策
用
資
機
材

の
整
備
・
管
理
状
況
に
関
す
る
予
備
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
計

78
機
関
に
お
い
て
整
備
・
管

理
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

 
こ
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
が
果
た
す
べ
き
役
割
の
重
要
性
を
踏
ま
え
、
合
計

15
機
関

を
監
査
対
象
機
関
に
選
定
し
た
【
表
１
】【

表
２
】。

 
 【
表
１
】
監
査
対
象
機
関
（
部
局
別
）
 

 

   

部
名

機
関
名

総
務
部
（
3
）

財
産
活
用
課
、
防
災
危
機
管
理
局
（
防
災
企
画
課
、
消
防
防
災
指
導
課
）

保
健
医
療
介
護
部
（
３
）
医
療
指
導
課
、
糸
島
保
健
福
祉
事
務
所
、
保
健
環
境
研
究
所

環
境
部
（
１
）

環
境
保
全
課

農
林
水
産
部
（
２
）

福
岡
農
林
事
務
所
、
飯
塚
農
林
事
務
所

県
土
整
備
部
（
５
）

河
川
管
理
課
、
砂
防
課
、
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
、
八
女
県
土
整
備
事
務
所
、

飯
塚
県
土
整
備
事
務
所

警
察
本
部

警
備
部
（
1
）

警
備
課

知
事
部
局

　
計
　
１
５
機
関
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号
令

和
５

年
３

月
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日
　

金
曜

日

2 
  【

表
２
】
監
査
対
象
資
機
材
及
び
監
査
対
象
機
関
（
役
割
別
）
 

 

 

N
O
.

所
管

機
関

管
理

機
関

主
な

資
機

材

1

⑴
水

防
資

器
材

河
川

管
理

課
久

留
米

県
土

整
備

事
務

所
八

女
県

土
整

備
事

務
所

飯
塚

県
土

整
備

事
務

所

土
の

う
袋

、
杉

丸
太

（
杭

）
、

ビ
ニ

ー
ル

シ
ー

ト
、

ロ
ー

プ
（

縄
）

、
ス

コ
ッ

プ
、

鉄
線

、
ペ

ン
チ

、
掛

矢
、

鎌
（

厚
薄

）
、

ハ
ン

マ
ー

、
ツ

ル
ハ

シ
、

斧
、

照
明

灯
等

⑵
排

水
ポ

ン
プ

車
河

川
管

理
課

久
留

米
県

土
整

備
事

務
所

八
女

県
土

整
備

事
務

所
飯

塚
県

土
整

備
事

務
所

―

2

ａ
環

境
放

射
線

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

用
資

機
材

環
境

保
全

課
環

境
保

全
課

保
健

環
境

研
究

所

G
M
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
N
a
I
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
電

離
箱

式
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

、
環

境
放

射
線

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

カ
ー

、
ゲ

ル
マ

ニ
ウ

ム
半

導
体

検
出

器
、

防
護

服
、

防
護

マ
ス

ク
、

防
護

手
袋

、
防

護
靴

カ
バ

ー
、

衛
星

携
帯

電
話

　
等

ｂ

避
難

退
域

時
検

査
及

び
原

子
力

災
害

拠
点

病
院

・
原

子
力

災
害

医
療

協
力

機
関

用
資

機
材

医
療

指
導

課
医

療
指

導
課

糸
島

保
健

福
祉

事
務

所

G
M
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
N
a
I
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
ポ

ケ
ッ

ト
線

量
計

、
原

子
力

災
害

医
療

派
遣

チ
ー

ム
緊

急
車

両
、

除
染

用
エ

ア
ー

テ
ン

ト
、

防
護

服
、

防
護

マ
ス

ク
、

防
護

手
袋

、
防

護
靴

カ
バ

ー
等

ｃ
防

災
業

務
に

携
わ

る
要

員
の

被
ば

く
防

止
用

資
機

材
防

災
危

機
管

理
局

警
察

本
部

警
備

課
防

災
危

機
管

理
局

警
察

本
部

警
備

課

G
M
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
N
a
I
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
電

離
箱

式
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
防

護
服

、
防

護
マ

ス
ク

、
防

護
手

袋
、

防
護

靴
カ

バ
ー

、
担

架
、

衛
星

携
帯

電
話

等

3

⑴
防

災
・

行
政

情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

防
災

危
機

管
理

局
防

災
危

機
管

理
局

―

⑵
情

報
連

絡
員

用
資

機
材

防
災

危
機

管
理

局
防

災
危

機
管

理
局

福
岡

農
林

事
務

所
飯

塚
農

林
事

務
所

タ
ブ

レ
ッ

ト
、

ポ
ー

タ
ブ

ル
ス

キ
ャ

ナ
、

ポ
ー

タ
ブ

ル
プ

リ
ン

タ
、

デ
ジ

タ
ル

カ
メ

ラ
、

ス
テ

レ
オ

I
C
レ

コ
ー

ダ
ー

、
モ

バ
イ

ル
W
i
-
F
i
、

衛
星

携
帯

電
話

、
発

電
機

、
カ

セ
ッ

ト
ガ

ス
　

等

⑶
庁

舎
用

非
常

用
電

源
設

備
財

産
活

用
課

財
産

活
用

課
福

岡
農

林
事

務
所

―

⑷
広

域
搬

送
拠

点
臨

時
医

療
施

設
（

S
C
U
）

用
資

機
材

医
療

指
導

課
医

療
指

導
課

患
者

搬
送

用
台

車
、

タ
ー

ポ
リ

ン
担

架
、

簡
易

ベ
ッ

ド
、

点
滴

架
台

、
輸

液
ポ

ン
プ

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

、
ス

ク
リ

ー
ン

、
ホ

ワ
イ

ト
ボ

ー
ド

、
F
A
X
複

合
機

、
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー

、
発

電
機

、
投

光
器

　
等

監
査

対
象

資
機

材
の

種
別

水
害

等
対

策
用

資
機

材

原
子

力
災

害
対

策
用

資
機

材

各
種

災
害

対
策

用
共

通
資

機
材
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  ４

 
監
査
の
実
施
期
間
 

令
和
４
年

10
月

28
日
（
金
）
～
令
和
４
年

12
月
１
日
（
木
）
 

 ５
 
監
査
の
実
施
方
法
 

表
１
に
記
載
し
て
い
る

15
機
関
に
監
査
調
書
や
台
帳
等
の
提
出
を
求
め
た
上
で
、
現
地
に
赴

き
、
応
急
対
策
用
資
機
材
の
現
物
確
認
、
管
理
状
況
の
調
査
、
関
係
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行

っ
た
。
 

 ６
 
監
査
の
着
眼
点
 

⑴
 
災

害
の

特
徴

を
踏

ま
え
た

応
急

対
策

に
必

要
な

資
機
材

の
整

備
が

適
切

に
行

わ
れ
て

い
る

か
。 

  

⑵
 
保
管
場
所
が
適
切
に
確
保
さ
れ
て
い
る
か
。
 

 
 
・
 
保
管
場
所
は
浸
水
や
土
砂
災
害
の
お
そ
れ
が
な
い
と
こ
ろ
か
。
 

 
 
・
 
保
管
場
所
に
損
傷
は
な
い
か
。
 

・
 
保
管
場
所
は
十
分
な
ス
ペ
ー
ス
が
確
保
さ
れ
て
お
り
、
直
ち
に
搬
出
で
き
る
よ
う
整
理
整

頓
さ
れ
て
い
る
か
。
 

 

⑶
 
応
急
対
策
に
必
要
な
資
機
材
の
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

 
 
・
 
数
量
把
握
の
た
め
の
帳
票
と
在
庫
数
量
は
一
致
し
て
い
る
か
。
 

 
 
・
 
機
能
・
品
質
点
検
を
定
期
的
に
実
施
し
て
い
る
か
。
 

 
 
・
 
資
機
材
の
稼
働
に
必
要
な
燃
料
等
が
直
ち
に
使
用
で
き
る
状
態
に
あ
る
か
。
 

 

⑷
 
応
急
対
策
に
必
要
な
資
機
材
の
活
用
に
備
え
た
要
員
の
定
期
的
な
研
修
・
使
用
訓
練
は
適
切

に
行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

 
 

             



28
第

38
3 

号
令

和
５

年
３

月
24

日
　

金
曜

日

4 
  第

２
 
監
査
結
果
及
び
意
見
 

本
県
で
は
、
福
岡
県
地
域
防
災
計
画
に
基
づ
き
、
応
急
対
策
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
資

機
材
を
整
備
し
、
災
害
発
生
に
備
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
監
査
結
果
及
び
意
見
に
つ
い
て
は
、

上
記
の
着
眼
点
を
踏
ま
え
、
資
機
材
の
種
別
ご
と
に
以
下
の
と
お
り
と
り
ま
と
め
を
行
っ
た
。

 
 １
 
水
害
等
対
策
用
資
機
材
 

⑴
 
水
防
資
器
材

 
ア
 
資
器
材

※
の
整
備
状
況
に
つ
い
て

 
本
県
で
は
、
水
防
管
理
団
体
で
あ
る
市
町
村
保
有
の
水
防
資
器
材
が
不
足
す
る
事
態
に
備

え
、
各
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
、
土
の
う
袋
な
ど
を
備
蓄
し
て
い
る
。
 

県
水
防
計
画
に
お
い
て
、
県
・
市
町
村
共
通
の
備
蓄
基
準
と
し
て
、「

水
防
倉
庫
（
10

坪
）

１
棟
当
り
の
基
準
（
最
低
）」

を
定
め
て
い
る
【
表
３
】。

し
か
し
な
が
ら
、
今
回
監
査
を
実

施
し
た
３
か
所
の
県
土
整
備
事
務
所
で
は
、
当
該
基
準
は
市
町
村
の
基
準
で
あ
り
県
の
基
準

は
な
い
と
認
識
し
て
い
た
、
基
準
に
つ
い
て
認
識
は
し
て
い
た
も
の
の
廃
棄
時
に
補
充
を
失

念
し
て
い
た
と
い
っ
た
理
由
に
よ
り
、
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
や
ロ
ー
プ
な
ど
一
部
品
目
に
お
い

て
必
要
量
が
備
蓄
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
 

※
資
器
材
…
使
用
に
動
力
を
必
要
と
し
な
い
も
の
。
 

 

＜
意
見
＞

 
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
、
県
水
防
計
画
に
示
す
「
水
防
倉
庫
（

10
坪
）
１
棟
当
り

の
基
準
（
最
低
）」

が
市
町
村
の
み
な
ら
ず
県
に
も
適
用
さ
れ
る
基
準
で
あ
る
と
い
う
認
識

が
欠
け
て
い
た
、
廃
棄
時
に
補
充
を
失
念
し
て
い
た
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
一
部
品
目
に

お
い
て
不
足
が
生
じ
て
い
た
。
当
該
基
準
に
基
づ
き
必
要
品
目
・
数
量
を
備
蓄
す
る
よ
う

各
県
土
整
備
事
務
所
へ
周
知
徹
底
さ
れ
た
い
。

 
［
河
川
管
理
課
］

 
 【
表
３
】
水
防
倉
庫
（
10

坪
）
１
棟
当
り
の
基
準
（
最
低
）
※
県
水
防
計
画
か
ら
抜
粋
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イ
 
保
管
・
管
理
状
況
に
つ
い
て
 

 
 
県
土
整
備
事
務
所
は
、
水
防
資
器
材
の
現
有
数
を
ま
と
め
た
「
水
防
資
材
一
覧
表
」
に
よ

り
年
１
回
の
数
量
確
認
を
実
施
し
て
い
る
も
の
の
、
県
水
防
計
画
（
資
料
編
）
に
掲
載
し
て

い
る
「
水
防
資
材
受
払
簿
」
を
作
成
し
て
い
る
事
務
所
は
な
か
っ
た
。
 

今
回

の
監

査
で

は
水

害
発

生
の

頻
度

が
高

い
県

土
整

備
事

務
所

に
お

い
て

破
損

し
た

土
の

う
袋
を
確
認
し
た
が
、
こ
れ
は
点
検
が
数
量
確
認
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ

る
。
 

同
一
覧
表
で
は
、
数
量
を
上
書
き
す
る
の
み
で
、
購
入
時
期
や
劣
化
の
状
況
な
ど
が
把
握
で

き
な
い
こ
と
か
ら
、
劣
化
等
に
よ
る
更
新
時
期
の
確
認
が
出
来
て
い
な
い
。
 

 

＜
意
見
＞

 
「
水
防
資
材
一
覧
表
」
の
更
新
だ
け
で
は
、
購
入
時
期
や
劣
化
の
状
況
な
ど
が
不
明
で
あ

る
。
今
回
の
監
査
で
破
損
し
た
土
の
う
袋
を
確
認
し
て
お
り
、
県
水
防
計
画
（
資
料
編
）
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
「
水
防
資
材
受
払
簿
」
を
活
用
し
、
更
新
の
目
安
に
す
る
な
ど
に
よ
り
適

切
な
管
理
を
行
う
よ
う
各
県
土
整
備
事
務
所
へ
周
知
徹
底
さ
れ
た
い
。

 
［
河
川
管
理
課
］

 

 
(土

の
う

袋
（

一
部

劣
化

あ
り

）
) 

 ⑵
 
排
水
ポ
ン
プ
車

 
ア
 
資
機
材
の
整
備
状
況
に
つ
い
て

 
本
県
で
は
、
平
成

29
年
７
月
の
九
州
北
部
豪
雨
な
ど
に
よ
り
、
度
々
甚
大
な
浸
水
被
害
が

生
じ
た
。
浸
水
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
、
令
和
２
年
度
か
ら
県
土
整
備
事
務
所
へ
の
排
水
ポ

ン
プ
車
の
配
備
を
開
始
し
、
福
岡
、
北
九
州
、
筑
豊
、
筑
後
南
部
の
４
地
域
に
そ
れ
ぞ
れ
２

台
、
ま
た
、
甚
大
な
浸
水
被
害
が
続
い
て
い
る
筑
後
北
部
地
域
に
４
台
、
合
計

12
台
の
排
水

ポ
ン
プ
車
を
配
置
し
て
い
る
。
 

 
イ
 
保
管
・
管
理
状
況
に
つ
い
て

 
各
県
土
整
備
事
務
所
は
、
河
川
管
理
課
が
定
め
る
「
福
岡
県
排
水
ポ
ン
プ
車
管
理
運
用
要
領
」

に
基
づ
き
排
水
ポ
ン
プ
車
の
管
理
を
行
っ
て
お
り
、
車
両
点
検
を
月
１
回
、
ポ
ン
プ
等
付
属
品

の
点
検
を
年
１
回
以
上
、
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

 
 
 
 
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
に
つ
い
て
は
、
保
管
場
所
が
事
務
所
外
で
あ
る
た
め
、
緊
急
時
の
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鍵
の
受
渡
し
に
係
る
時
間
を
短
縮
す
る
た
め
、
事
務
所
職
員
と
排
水
作
業
の
実
働
を
担
う
「
排

水
ポ
ン
プ
車
の
運
用
に
関
す
る
覚
書
」
締
結
事
業
者
の
両
方
が
車
の
鍵
を
所
持
し
て
い
る
。
 

 
ウ
 
資
機
材
の
活
用
に
備
え
た
要
員
の
研
修
・
訓
練
に
つ
い
て

 
各

県
土

整
備

事
務

所
は

、「
風

水
災

害
時

の
緊

急
対

策
工
事

等
に

関
す

る
協

定
」

を
締
結

し

て
い
る
業
者
の
中
か
ら
、
発
災
時
に
排
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
排
水
作
業
の
迅
速
な
対
応
が
可
能

な
複
数
の
業
者
と
「
排
水
ポ
ン
プ
車
の
運
用
に
関
す
る
覚
書
」
を
締
結
し
て
お
り
、
緊
急
時
に

は
、「

福
岡
県
排
水
ポ
ン
プ
車
管
理
運
用
細
則
」
に
基
づ
き
、
覚
書
締
結
事
業
者
に
対
し
て
出
動

要
請
を
行
う
。
 

各
県
土
整
備
事
務
所
で
は
、
覚
書
を
締
結
し
て
い
る
業
者
を
対
象
と
し
て
、
毎
年
出
水
期
の

前
に
、
排
水
ポ
ン
プ
車
の
取
扱
方
法
や
出
動
要
請
か
ら
要
請
解
除
ま
で
の
流
れ
に
係
る
説
明
を

行
い
、
排
水
作
業
の
演
習
も
行
っ
て
い
る
。
 

 

 

（
排

水
ポ

ン
プ

車
）

 

 
２
 
原
子
力
災
害
対
策
用
資
機
材
 

ア
 
資
機
材
の
整
備
状
況
に
つ
い
て
 

本
県
で
は
、
玄
海
原
子
力
発
電
所
で
重
大
事
故
が
万
が
一
に
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
下
記

の
防
護
措
置
に
要
す
る
資
機
材
を
整
備
し
て
い
る
。
 

ａ
 
環
境
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
資
機
材

 
本
県
で
は
、
緊
急
時
に
は
迅
速
か
つ
円
滑
な
避
難
等
の
防
護
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
福

岡
県
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
本
部
を
設
置
の
上
、
国
が
立
ち
上
げ
る
緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
セ
ン
タ

ー
に
参
画
し
、
県
内
全
域
に
お
け
る
緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

※
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
 

こ
の
た
め
の
資
機
材
を
、
県
庁
（
環
境
保
全
課
）、

緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
働
を
担
う

保
健
環
境
研
究
所
な
ど
の
県
出
先
機
関
及
び
糸
島
市
内
の
小
学
校
や
公
民
館
な
ど
の
測
定
局

等
に
配
置
し
て
い
る
。
資
機
材
の
品
目
及
び
数
量
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
庁
作
成
の

「
緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
（
原
子
力
災
害
対
策
指
針
補
足
参
考
資
料
）」

を
参
考
に

整
備
し
て
い
る
。
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※
緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
…
避
難
指
示
等
を
国
が
出
す
際
に
参
考
に
す
る
空
間
放
射
線
量
率
や
環
境
試
料
中
の
放
射
性
物
質
濃
度

等
を
測
定
す
る
こ
と
を
い
う
。
 

 

ｂ
 

避
難
退

域
時

検
査
用

及
び

原
子

力
災

害
拠

点
病
院

・
原

子
力

災
害

医
療

協
力

機
関

用
資

機
材

 
本
県
で
は
、
避
難
者
が
放
射
性
物
質
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
福

岡
県
診
療
放
射
線
技
師
会
や
九
州
電
力
と
連
携
し
て
避
難
退
域
時
検
査

※
を
行
い
、
基
準
値
を

超
え
る
者
に
対
し
て
は
、
簡
易
除
染
の
処
置
を
行
う
と
と
も
に
、
汚
染
の
程
度
に
よ
っ
て

は
、
原
子
力
災
害
拠
点
病
院
又
は
原
子
力
災
害
医
療
協
力
機
関
に
搬
送
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。

 
こ
の
た
め
の
資
機
材
を
、
県
庁
（
医
療
指
導
課
）、

各
保
健
福
祉
（
環
境
）
事
務
所
及
び
原

子
力
災
害
拠
点
病
院
・
原
子
力
災
害
医
療
協
力
機
関
に
配
置
し
て
お
り
、
資
機
材
の
品
目
及

び
数
量
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
作
成
の
「
原
子
力
災
害
時
に
お
け
る
避
難
退
域
時
検
査
及
び

簡
易
除
染
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
参
考
に
整
備
し
て
い
る
。

 
※
避
難
退
域
時
検
査
…
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
状
況
を
確
認
す
る
検
査
 

 

ｃ
 
防
災
業
務
に
携
わ
る
要
員
の
被
ば
く
防
止
用
資
機
材

 
本
県
で
は
、
UP
Z（

玄
海
原
子
力
発
電
所
か
ら
概
ね
半
径

30
km

の
円
内
）
で
の
防
災
業
務

に
携
わ
る
県
職
員
、
広
報
車
に
よ
る
広
報
を
実
施
す
る
糸
島
市
職
員
、「

災
害
時
に
お
け
る
緊

急
輸
送
に
関
す
る
協
定
」
に
基
づ
き
緊
急
輸
送
を
実
施
す
る
福
岡
県
バ
ス
協
会
員
の
従
業
員

等
の
被
ば
く
防
止
用
資
機
材
を
、
県
庁
（
防
災
危
機
管
理
局
）、

糸
島
市
役
所
及
び
糸
島
市
消

防
本
部
等
に
、
そ
の
対
応
す
る
用
務
内
容
と
日
数
に
応
じ
た
品
目
及
び
数
量
を
整
備
し
て
い

る
。
 

ま
た
、
住
民
な
ど
の
円
滑
な
避
難
に
必
要
な
交
通
規
制
・
誘
導
や
立
入
禁
止
地
区
及
び
そ

の
周
辺
地
域
の
警
備
等
に
当
た
る
職
員
の
被
ば
く
防
止
用
資
機
材
を
、
警
察
本
部
（
警
備

課
）
及
び
糸
島
警
察
署
等
に
、
そ
の
対
応
す
る
用
務
内
容
と
日
数
に
応
じ
た
品
目
及
び
数
量

を
整
備
し
て
い
る
。
 

 

イ
 
保
管
・
管
理
状
況
に
つ
い
て
 

各
管
理
機
関
に
お
い
て
は
、
内
閣
府
導
入
の
「
原
子
力
防
災
資
機
材
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
（
NE
MS
）

※
」
を
活
用
し
、
整
備
す
べ

き
資
機
材
の
管
理
を
行
っ
て

い
る
。
定
期
的
な
資
機
材
の

点
検
を
実

施
し
て
お
り
、
ま
た
、
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
等
の
測
定
機
器
の
本
体
と
電
池
を
同
一
の
箱
の
中
に
収

納
し
、
防
護
服
、
防
護
マ
ス
ク
、
靴
カ
バ
ー
等
防
護
具
一
式
を
１
セ
ッ
ト
ず
つ
袋
詰
め
し
て
保
管

す
る
な
ど
し
て
、
直
ち
に
活
用
で
き
る
よ
う
備
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
子
力
災
害
医
療

協
力
機
関
で
あ
る
糸
島
医
師
会
病
院
に
配
置
し
て
い
る
資
機
材
の
一
部
に
つ
い
て
、
資
機
材
を
保

管
し
て
い
る
段
ボ
ー
ル
箱
の
表
示
数
量
と
中
身
が
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
医
療
指
導
課

が
調
達
し
、
同
病
院
に
送
付
す
る
た
め
に
箱
の
表
示
ラ
ベ
ル
を
作
成
し
た
際
、
記
載
数
量
を
誤
っ

た
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
。
 

 
※
原
子
力
防
災
資
機
材
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
（
NE
MS
）
…
資
機
材
管
理
業
務
を
支
援
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
総
合
管
理
シ
ス
テ

ム
。
資
機
材
の
数
量
、
保
管
場
所
、
経
過
年
数
等
の
管
理
が
可
能
。
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＜
意
見
＞

 
原
子
力
災
害
医
療
協
力
機
関
に
配
置
し
て
い
る
資
機
材
に
つ
い
て
、
保
管
し
て
い
る
箱
の

表
示
ラ
ベ
ル
記
載
の
数
量
と
中
身
が
一
致
し
て
い
な
い
も
の
が
一
部
見
受
け
ら
れ
た
。
発
災

時
に
円
滑
に
使
用
で
き
る
よ
う
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

 
［
医
療
指
導
課
］

 
 

ウ
 
資
機
材
の
活
用
に
備
え
た
要
員
の
研
修
・
訓
練
に
つ
い
て
 

本
県
で
は
、
年
１
回
、
防
災
危
機
管
理
局
が
主
体
と
な
っ
て
、
福
岡
県
原
子
力
防
災
訓
練
を
実

施
し
て
い
る
。
令
和
４
年
度
は
地
域
住
民
や
県
、
市
町
村
、
消
防
、
警
察
な
ど
が
参
加
し
、
情
報

収
集
・
伝
達
訓
練
、
緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
訓
練
、
広
域
避
難
訓
練
等
を
実
施
し
た
。
そ
の
ほ
か

に
も
、
原
子
力
災
害
に
対
応
す
る
福
岡
県
バ
ス
協
会
員
の
従
業
員
や
医
療
従
事
者
等
を
対
象
と
し

た
研
修
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
自
治
体
職
員
を
対
象
と
し
た
国
主
催
の
研
修
会
に
も
参
加
し
て

い
る
。
 

 

 
 

 

（
左
：
可
搬
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
、
右
：
ゲ

ル
マ

ニ
ウ

ム
半

導
体

検
出

器
）
 

 

 

        
 
 

（
左

：
G

M
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

、
右

：
ポ

ケ
ッ

ト
線

量
計

）
 

 ３
 
各
種
災
害
対
策
用
共
通
資
機
材
 

⑴
 
防
災
・
行
政
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

 
ア
 
資
機
材
の
整
備
状
況
に
つ
い
て

 
大
規
模
災
害
時
に
お
い
て
は
、
通
信
の
途
絶
や
輻
輳

※
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、

本
県
で
は
、
情
報
を
迅
速
か
つ
正
確
に
共
有
し
、
的
確
な
応
急
対
策
活
動
が
実
施
で
き
る
よ
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う
、
福
岡
県
防
災
・
行
政
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
整
備
し
て
い
る
。
本
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
、
県
本
庁
舎
、
県
出
先
機
関
、
市
町
村
、
消
防
本
部
等
を
光
回
線
（
主
回
線
）
と
地
上
無

線
回
線
（
副
回
線
）
で
結
ん
で
お
り
、
電
話
や
映
像
・
デ
ー
タ
の
相
互
通
信
が
可
能
と
な
っ

て
い
る
。
停
電
時
に
、
庁
舎
用
非
常
用
電
源
設
備
の
み
で
は
必
要
電
力
を
補
え
な
い
機
関
に

は
、
別
途
本
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
用
の
非
常
用
電
源
設
備
を
整
備
し
て
い
る
。
ま
た
、
農
林
事
務

所
や
県
土
整
備
事
務
所
等
現
場
対
応
が
必
要
と
な
る
県
の
機
関
に
公
用
車
搭
載
無
線
や
半
固

定
無
線
と
い
っ
た
可
搬
型
の
無
線
装
置
を
整
備
し
て
い
る
ほ
か
、
県
内
各
地
か
ら
の
情
報
を

集
約
す
る
た
め
中
継
所
を
設
置
し
、
災
害
時
に
迅
速
な
運
用
が
図
れ
る
よ
う
備
え
て
い
る
。
 

※
輻
輳
…
交
換
機
の
処
理
能
力
を
超
え
る
よ
う
な
通
話
が
殺
到
し
、
電
話
が
つ
な
が
り
難
く
、
発
信
規
制
が
か
か
る
こ
と
。
 

 

イ
 
保
管
・
管
理
状
況
に
つ
い
て

 
本
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
及
び
非
常
用
電
源
設
備
に
つ
い
て
は
、
防
災
危
機
管
理
局
か
ら

保
守
業
務
を
受
託
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
者
が
、
年
２
回
の
定
期
点
検
を
実
施
し
て
い
る
。
ま

た
、
障
害
発
生
時
に
迅
速
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
本
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
受
託
事
業
者

が
県
庁
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
室
に
お
い
て
常
時
監
視
を
行
っ
て
お
り
、
不
具
合
が
生
じ
た
場

合
は
、
随
時
修
繕
等
の
対
応
を
行
っ
て
い
る
。
 

 
ウ
 
資
機
材
の
活
用
に
備
え
た
要
員
の
研
修
・
訓
練
に
つ
い
て

 
本
県
で
は
、
市
町
村
の
被
害
情
報
を
迅
速
に
収
集
す
る
た
め
、
年
１
回
、
市
町
村
職
員
を
対

象
に
、
防
災
情
報
端
末
な
ど
の
機
器
の
使
用
方
法
の
説
明
会
を
実
施
し
て
い
る
。
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
左

：
防

災
情

報
端

末
、

中
央

：
公

用
車

搭
載

無
線

、
右

：
半

固
定

無
線

）
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
（

左
：
北

九
州

空
港

中
継

所
、
右
：
非

常
用

電
源

設
備

） 
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⑵
 
情
報
連
絡
員
用
資
機
材

 
ア
 
資
機
材
の
整
備
状
況
に
つ
い
て

 
本
県
で
は
、
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
に
基
づ
き
、
総
合
指
令
部
に
災
害
対
策
現
地
情

報
連
絡
班
を
置
き
、
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
市
町
村
に
、
災
害
対
策
現
地
情
報
連
絡
員
を
派

遣
し
、
災
害
情
報
の
収
集
及
び
災
害
応
急
対
策
の
支
援
等
を
行
う
。
 

災
害
対
策
現
地
情
報
連
絡
員
に
つ
い
て
は
、
防
災
危
機
管
理
局
（
災
害
対
策
本
部
）
の
職

員
と
農
林
事
務
所
（
災
害
対
策
地
方
本
部
）
の
職
員
を
１
人
ず
つ
２
人
一
組
で
派
遣
す
る
こ

と
と
し
て
お
り
、
必
要
な
携
行
品
を
防
災
危
機
管
理
局
に
４
セ
ッ
ト
・
各
農
林
事
務
所
に
１

セ
ッ
ト
整
備
し
て
い
る
。
 

携
行
品
に
つ
い
て
は
、
平
成

29
年
九
州
北
部
豪
雨
の
検
証
結
果
を
踏
ま
え
、
災
害
に
機

動
的
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
タ
ブ
レ
ッ
ト
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
ス
キ
ャ
ナ
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
プ

リ
ン
タ
、
衛
星
携
帯
電
話
等
を
備
え
付
け
て
い
る
。
 

 

イ
 
保
管
・
管
理
状
況
に
つ
い
て

 
本
県
で
は
、
派
遣
時
に
速
や
か
に
携
行
で
き
る
よ
う
、
発
電
機
を
除
く
資
機
材
一
式
を
あ

ら
か
じ
め
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
に
入
れ
て
保
管
し
て
い
る
。
 

各
資
機
材
に
つ
い
て
は
、
防
災
危
機
管
理
局
及
び
各
農
林
事
務
所
に
お
い
て
、
防
災
危
機

管
理
局
が
作
成
し
た
資
機
材
一
覧
表
を
基
に
そ
れ
ぞ
れ
の
管
理
責
任
者
が
管
理
し
、
年
１
回

動
作
確
認
を
行
い
、
機
器
の
充
電
や
パ
ソ
コ
ン
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
も
定
期
的
に
行
う
こ
と

で
、
発
災
時
に
迅
速
に
対
応
で
き
る
よ
う
備
え
て
い
る
。
 

 

ウ
 
資
機
材
の
活
用
に
備
え
た
要
員
の
研
修
・
訓
練
に
つ
い
て

 
情

報
連
絡

員
が

業
務

を
的

確
・

迅
速
に

遂
行

で
き

る
よ

う
、

防
災
危

機
管

理
局

は
業

務
マ

ニ
ュ
ア
ル
及
び
連
絡
員
用
資
機
材
操
作
の
簡
易
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
研
修
・

訓
練
を
年
１
回
実
施
し
て
い
る
。
当
該
研
修
・
訓
練
に
お
い
て
は
、
情
報
連
絡
員
携
行
品
の
使

用
方

法
を

説
明

す
る

と
と

も
に

、
災
害

対
策

本
部

へ
の

報
告

手
順
を

中
心

と
し

た
図

上
訓

練

を
実
施
し
て
い
る
。
 

 

 

（
左

：
資

機
材

一
式

を
保

管
す

る
ス

ー
ツ

ケ
ー

ス
、

中
央

：
ス

ー
ツ

ケ
ー

ス
の

中
、

右
：

発
電

機
）
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⑶
 
庁
舎
用
非
常
用
電
源
設
備

 
ア
 
資
機
材
の
整
備
状
況
に
つ
い
て

 
本
県
で
は
、
大
規
模
災
害
時
の
停
電
に
備
え
、
県
本
庁
舎
及
び
県
出
先
機
関
に
、
業
務
継

続
や
避
難
時
の
照
明
用
の
非
常
用
電
源
設
備
を
設
置
し
て
い
る
。
当
該
電
源
設
備
は
、
停
電

時
に
自
動
で
起
動
す
る
。
 

 
イ
 
保
管
・
管
理
状
況
に
つ
い
て

 
本
県
で
は
、
庁
舎
管
理
受
託
業
者
が
月
に
１
回
、
燃
料
の
確
認
や
試
運
転
に
よ
る
動
作
確
認

な
ど
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
１
年
に
１
回
、
製
造
メ
ー
カ
ー
等
の
専
門
業
者
に
よ
る
機
器
の
損

傷
確
認
や
計
器
類
の
測
定
等
を
伴
う
点
検
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
老
朽
化
し
た
非
常
用
電
源

設
備
に
つ
い
て
は
、
計
画
的
な
更
新
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

県
本
庁
舎
に
つ
い
て
は
、
高
潮
浸
水
想
定
区
域
内
に
所
在
し
て
お
り
、
浸
水
の
可
能
性
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
必
要
な
電
源
を
確
実
に
確
保
す
る
た
め
、
地
下
に
設
置
さ
れ
て
い
る
非
常
用
電

源
設
備
と
は
別
に
、
10

階
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
用
の
非
常
用
電
源
設
備
を
設
置
し
て
い
る
。
 

  
 

 
 

 
 

（
左

：
県

本
庁

舎
地

下
非

常
用

電
源

設
備

、
右

：
県

本
庁

舎
10

階
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
非

常
用

電
源

設
備

）
 

 

⑷
 
広
域
搬
送
拠
点
臨
時
医
療
施
設
（
SC
U：

St
ag
in
g 
Ca
re
 U
ni
t）

用
資
機
材

 
ア
 
資
機
材
の
整
備
状
況
に
つ
い
て

 
大
規
模
災
害
が
発
生
し
、
被
災
地
に
お
け
る
傷
病
者
の
治
療
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
、
航

空
機
で
傷
病
者
を
被
災
地
外
に
搬
送
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
本
県
で
は
、
航

空
機
で
の
搬
送
に
際
し
て
傷
病
者
の
症
状
の
安
定
化
を
図
り
、
搬
送
を
実
施
す
る
た
め
の
救

護
所
と
し
て
機
能
す
る
広
域
搬
送
拠
点
臨
時
医
療
施
設
(S
CU
)を

設
置
す
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
そ
の
運
営
に
必
要
な
資
機
材
を
整
備
し
て
い
る
。
 

本
県
で
は
、
SC
U
設
置
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、「

福
岡
県
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
の
派

遣
に
関
す
る
協
定
」
に
基
づ
き
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
（
DM
AT

※
１
）
の
派
遣
を
県
内
の
災
害
拠

点
病
院
に
要
請
し
、
航
空
搬
送
拠
点
で
あ
る
福
岡
空
港
又
は
北
九
州
空
港
に

DM
AT

と
連
携
し

て
速
や
か
に

SC
U
を
設
置
す
る
。
 

資
機
材
に
つ
い
て
は
、
統
括

DM
AT

登
録
者

※
2
と
協
議
の
上
、
患
者
搬
送
用
台
車
や
簡
易
ベ

ッ
ド
な
ど
、
SC
U
の
運
営
に
必
要
な
品
目
・
数
量
を
整
備
し
て
い
る
。
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※
1 
DM
AT
…
医
師
、
看
護
師
、
業
務
調
整
員
で
構
成
さ
れ
、
地
震
や
航
空
機
・
列
車
事
故
等
の
被
災
者
の
生
命
を
守
る
た
め
、
急

性
期
（
お
お
む
ね

48
時
間
以
内
）
か
ら
活
動
で
き
る
機
動
性
を
持
っ
た
、
専
門
的
な
研
修
・
訓
練
を
受
け
た
医
療

チ
ー
ム
。
 

※
2 
統
括

DM
AT

登
録
者
…
国
が
実
施
す
る
「
統
括

DM
AT

研
修
」
を
終
了
し
、
登
録
さ
れ
た
者
。
通
常
時
に
は
都
道
府
県
等
の
災

害
医
療
体
制
に
関
す
る
助
言
等
を
行
い
、
災
害
時
に
は

DM
AT

の
指
揮
や
搬
送
調
整
等
を
行
う

DM
AT

本

部
の
責
任
者
と
し
て
活
動
す
る
資
格
を
有
す
る
。
 

 

イ
 
保
管
・
管
理
状
況
に
つ
い
て

 
本
県
で
は
、
福
岡
国
際
空
港
㈱
及
び
北
九
州
空
港
事
務
所
で
、
広
域
搬
送
拠
点
臨
時
医
療
施

設
に
必
要
な
資
機
材
の
保
管
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
維
持
・
管
理
を
医
療
指
導
課
が
行
っ
て
い

る
。
 

年
１
回
、
DM
AT

隊
員
立
会
の
も
と
、
医
療
指
導
課
が
作
成
し
た
資
機
材
一
覧
表
を
基
に
現
物

の
照
合
兼
点
検
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
点
検
方
法
は
外
観
の
目
視
に
止
ま
り
、

発
電
機
及
び
輸
液
ポ
ン
プ
等
一
部
資
機
材
に
つ
い
て
動
作
確
認
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
輸

液
ポ
ン
プ
は
メ
ー
カ
ー
説
明
書
の
耐
用
年
数
を
経
過
し
て
い
た
。
 

ま
た
、
発
電
機
の
燃
料
で
あ
る
ガ
ソ
リ
ン
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
石
油
商
業
組
合
と
の
間
で

協
定
を
結
び
、
災
害
時
に
優
先
的
な
供
給
並
び
に
運
搬
に
つ
い
て
最
大
限
の
協
力
を
要
請
で
き

る
と
し
て
い
る
が
、
現
物
備
蓄
で
は
な
い
た
め
、
大
規
模
災
害
時
に
迅
速
か
つ
確
実
に
電
源
を

確
保
で
き
る
か
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

 ＜
意
見
＞

 
①
 
点
検
時
に
発
電
機
及
び
輸
液
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
動
作
確
認
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

輸
液
ポ
ン
プ
は
メ
ー
カ
ー
説
明
書
の
耐
用
年
数
を
経
過
し
て
い
た
。
定
期
的
に
資
機
材
の

動
作
確
認
を
含
む
点
検
を
実
施
の
上
、
耐
用
年
数
や
使
用
可
能
状
況
を
踏
ま
え
て
更
新
等

を
行
い
、
発
災
時
に
迅
速
か
つ
円
滑
に
使
用
で
き
る
よ
う
、
資
機
材
の
機
能
・
品
質
の
確

保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

 
［
医
療
指
導
課
］

 
 ②
 
発
電
機
の
燃
料
で
あ
る
ガ
ソ
リ
ン
の
発
災
時
の
具
体
的
か
つ
迅
速
な
調
達
方
法
に
つ

い
て
検
討
さ
れ
た
い
。

 
 
 
ま
た
、
ガ
ソ
リ
ン
は
危
険
物
で
あ
り
、
現
物
備
蓄
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該

発
電
機
の
更
新
時
に
は
、
現
物
備
蓄
が
容
易
な
燃
料
で
稼
働
す
る
も
の
へ
の
変
更
を
検

討
さ
れ
た
い
。

 
［
医
療
指
導
課
］

 

 
ウ
 
資
機
材
の
活
用
に
備
え
た
要
員
の
研
修
・
訓
練
に
つ
い
て

 
本
県
で
は
、
SC
U
の
迅
速
な
設
置
及
び
資
機
材
の
活
用
に
備
え
、
医
療
指
導
課
で
「
福
岡
県

SC
U
運
営
要
領
」
を
作
成
し
て
お
り
、
県
と

DM
AT

の
役
割
分
担
や
発
災
時
の
活
動
手
順
な
ど
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を
定
め
て
い
る
。
県
職
員
と

DM
AT

隊
員
は
、
災
害
時
の
速
や
か
な
医
療
体
制
の
整
備
や

DM
AT

の
活
動
に
必
要
な
知
識
・
技
術
の
維
持
、
資
質
の
向
上
を
目
的
と
し
、
年
１
～
２
回
実
施
さ

れ
る
厚
生
労
働
省
主
催
の
研
修
に
参
加
し
て
い
る
。
 

（
SC

U
資

機
材

収
納

コ
ン

テ
ナ

：
北

九
州

空
港

）
 

４
 
ま
と
め
 

近
年
、
大
規
模
な
地
震
が
全
国
で
頻
発
し
て
お
り
、
九
州
で
も
平
成

17
年
の
福
岡
県
西
方
沖
地

震
や
平
成

28
年
の
熊
本
地
震
に
よ
り
甚
大
な
被
害
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
本
県
で
は
、
平
成

29

年
７
月
九
州
北
部
豪
雨
以
降
、
５
年
連
続
で
大
雨
災
害
が
発
生
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
備
え

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

今
回
、
災
害
対
策
の
う
ち
、
応
急
対
策
に
必
要
な
資
機
材
に
つ
い
て
、
行
政
監
査
を
行
っ
た
結
果
、

県
地
域
防
災
計
画
等
に
基
づ
き
、
概
ね
適
切
に
整
備
・
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
一
部
に
水
防
資
器
材
の
必
要
量
が
備
蓄
さ
れ
て
い
な
い
、
大
規
模
災
害
時
に
お

け
る

資
機

材
の

燃
料

の
調

達
方

法
が

具
体

的
で

な
い

と
い

っ
た

改
善

を
要

す
る

事
項

及
び

検
討

す

べ
き
課
題
も
見
受
け
ら
れ
た
。
 

県
の
関
係
機
関
に
お
い
て
は
、
今
回
の
監
査
結
果
を
踏
ま
え
、
発
災
時
の
迅
速
か
つ
確
実
な
資

機
材
の
活
用
の
た
め
、
平
常
時
か
ら
適
切
な
資
機
材
の
整
備
・
管
理
を
行
わ
れ
る
よ
う
期
待
す

る
。
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　⑴　情報の管理に関する企画及び技術的研究に関すること。

　⑵　情報システムの整備及び管理に関すること。

　第15条の２を削る。

　　　附　則

　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡県公安委員会規則第５号

　福岡県留置施設視察委員会に関する規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布

する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

福岡県留置施設視察委員会に関する規則の一部を改正する規則

　福岡県留置施設視察委員会に関する規則（平成19年福岡県公安委員会規則第11号）の

一部を次のように改正する。

　第３条第２項中「警務部留置管理課長」を「総務部留置管理課長」に改める。

　第４条第２項中「警務部留置管理課」を「総務部留置管理課」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡県公安委員会告示第62号

　警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

法第２条第１項第１号に係る警備業務

福岡県公安委員会規則第４号

　福岡県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布する。

　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

福岡県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則

　福岡県警察の組織に関する規則（平成６年福岡県公安委員会規則第24号）の一部を次

のように改正する。

　第４条中　　　　　　　　　　　を「被害者支援・相談課」に、「装備課」を

　　　　　　　に改める。

　第５条の３を削る。

　第９条を次のように改める。

　（留置管理課）

第９条　留置管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

　⑴　留置施設の管理に関すること。

　⑵　被留置者の護送に関すること。

　⑶　留置施設視察委員会に関すること。

　第10条中　　　　　　　を　　　　　　　に改める。

　第14条及び第15条を次のように改める。

　（監察官室）

第14条　監察官室の分掌事務は、次のとおりとする。

⑴　監察に関すること。

⑵　表彰（叙位叙勲及び賞じゅつ金を含む。）及び懲戒に関すること。

⑶　訟務に関すること。

　（情報管理課）

第15条　情報管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

「被害者支援・相談課
　情報管理課　　　　」

「装備課
　留置管理課」

「監察官室
　留置管理課」

「監察官室
　情報管理課」
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　　イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

　　ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

　　エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

　　オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　　　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、４⑴アからオまでのいずれかに該当する者

５　受講申込手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　　ア　受付日

令和５年４月10日（月）及び同年４月11日（火）

　　イ　受付時間

午前９時00分から午後４時00分までの間

　⑵　受付場所

北九州市門司区小森江三丁目９番１号

福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

　⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

令和５年５月11日（木）か
ら同年５月19日（金）まで
の間

午前９時30分から午後５時30分まで（
３日目から６日目までの講習について
は、午後４時35分まで、最終日の講習
については、午後０時10分までとし、
その後午後１時00分から修了考査を実
施する。）

北九州市門司区小森江
三丁目９番１号
福岡県警察警備員教育
センター

　　※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条

例第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）につ

いては、休講とする。

　⑵　追加取得講習

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

令和５年５月16日（火）か
ら同年５月19日（金）まで
の間

午前９時30分から午後４時35分まで（
初日の講習は、午前10時25分から開始
し、最終日の講習については、午後０
時10分までとし、その後午後１時00分
から修了考査を実施する。）

北九州市門司区小森江
三丁目９番１号
福岡県警察警備員教育
センター

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

30名

　⑵　追加取得講習

６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

　　ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者
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　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

　　ア　受講を希望する者は、まず５⑴の事前（電話）受付期間内に、必ず福岡県警察

警備員教育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事

前申込みを行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付

期間中であっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後４時00分までの間に、受付場所である福岡県警察警備員教育セン

ターに赴き、受付番号を申告するとともに、５⑶に掲げる必要書類に受講手数料

を添えて受講申込みを行うこと。

　　ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

　　エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

　⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

　⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

　⑴　講習受講の際には、筆記用具を持参すること。

　　　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること。

　⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間、福岡県警察本部生活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、

　　　ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

　　　　※　同申込書には、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写真を貼付す

ること。

　　　イ　４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　　　　　　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者

　　　　　　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

　　　ア　５⑶アに掲げる書面

　　　イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

47,000円

　　イ　追加取得講習

23,000円
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3174）に対して行うこと。

　⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、福岡県警察のホームページ

からダウウンロードすることができる。

　⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。




